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論文の概要及び判定理由 

 固体高分子形燃料電池（PEFC）は、持続可能な社会の実現のために必要不可欠なエネルギーデ

バイスである。しかし、カソードでの酸素還元反応（ORR）速度が低いことが問題となっている。

現在では、この問題に対し、希少かつ高価な白金触媒を多量に用いることで対応している。これは

燃料電池の価格を増加させ、普及を妨げる一因となっている。当研究室では、白金代替触媒として

カーボンをベースとしたカーボンアロイ触媒の開発を行っている。カーボンアロイ触媒の中でも、

炭素前駆体ポリマーと遷移金属錯体の混合物を熱処理することにより、ナノシェル含有カーボン

（NSCC）が高い ORR 活性を示す。これまで、このカーボン触媒の活性点は、その表面に存在す

る黒鉛網面のエッジもしくは湾曲においてもたらされていると考えられてきた。本研究では、ORR

活性に寄与する構造的因子を明らかにすることを目的とした。具体的には、NSCC の調製工程に、

次の処理を加え、得られたカーボンの構造および ORR 活性を検討した。①ナノシェル形成能を有

さない金属（Cu）の添加、②カーボンブラック等の粉末試料の添加、③低温熱処理した NSCC 原

料へのメカノケミカル処理である。その結果、湾曲した網面を有する NSCC が高い ORR 活性を示

すことを明らかにした。また、この結論はモデル物質であるオニオン状カーボンを用いた検討によ

り支持された。以上の結果から、湾曲した網面が ORR 活性を示すと結論した。本研究の結果は、

PEFC の実用化とカーボンをベースとした触媒化学の発展に大きく貢献するものである。そこで、

博士（理工学）の学位に値するものと判定した。                                  
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